
１　第１６循環の景気基準日付の暫定設定

２　国と群馬県の景気基準日付

注　（　）は暫定設定

第１６循環の景気の山を平成２９年１２月、谷を令和２年５月に暫定設定した。

群馬県景気基準日付の設定
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 統計課加工統計係

(027)226-2404

　群馬県では、各景気循環における経済活動の比較などのために、主要な経済指標
の中心的な転換点である景気基準日付（景気の山、谷）を設定している。

今回、ヒストリカルＤＩを中心に検討を行った結果、
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３　群馬県景気基準日付の設定方法

 （１） ヒストリカルＤＩの算出

　
ヒ

 （２） 景気基準日付の設定

　

※景気基準日付の設定に用いる統計的手法

　

　ヒストリカルＤＩは、群馬県景気動向指数の一致指数を構成する７つの個別指標ごと
に統計的手法（※）を用いて山と谷を設定し、谷から山までの期間にプラス（＋）の符
号、山から谷までの期間にマイナス（－）の符号をつけ、プラスの符号がついている指
標数が採用指標数に占める割合を算定したものである。
　ヒストリカルＤＩが５０％を上回る直前の月を景気の谷、５０％を下回る直前の月を
景気の山の候補とする。

 ④　山と谷が５か月以上離れている。

　景気動向指数の一致指数に採用された時系列指標の一つ一つについて、ブライ－ボッシャン（Ｂｒｙ-
Ｂｏｓｃｈａｎ）法によって、山、谷を決定する。
　ブライ－ボッシャン法とは、アメリカの全米経済研究所(ＮＢＥＲ)で開発された分析手法で、それぞ
れの系列に移動平均を段階的にかけながら、次の条件に照らして山と谷を決定していく手法である。

 ①　山(谷)が系列の終了時点から６か月以上離れている。

 ②　最も端に近い山(谷)がその後のデータより高い(低い)。

 ③　山と山(谷と谷)が１５か月以上離れている。

　なお、景気基準日付は、最初に暫定的な設定が行われ、その後、季節調整替え等の影
響を踏まえた見直しを経て確定される。

　景気基準日付は、ヒストリカルＤＩと学識経験者及び専門家を構成員とする群馬県景
気動向指数アドバイザー会議の助言を踏まえて設定される。
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